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職　能　給　規　定

第　1　章　　　　総　　　則

(総　則)

第1条　基本給は、全てこの規定の定めにより機能に応じて支給する。
　　　また、この規定は評価により賃金を決定するだけではなく機能レベルを
　　　ステップアップできるよう指導育成することが目的である。

(職　能)

第2条　職能とは、特定業務を追行する場合に基準として要求される能力をいい、具
体的には職務知識と技能をいう。

(評価ポイント)

第3条　評価ポイントとは、前条の機能の数値表示をいう。

(基本給)

第4条　基本給は、職員の保有する職能で決定する。

(例　外)

第5条　この規定給規定における評価ポイントは院内の均衡を考慮し、増減する場合
　　　がある。

第　2　章　　　　初任基本給

(初任給の決定方法)

第6条　採用者は基本給は下記の範囲内において院内のバランスを考慮の上決定する。

1級職の場合　168.500円から215.000円

2級職の場合　192.000円から249.000円

3級職の場合　250.000円から307.000円

4級職の場合　294.000円から357.000円

5級職の場合　321.000円から384.000円

6級職の場合　351.000円から435.000円

7級職の場合　380.000円から464.000円

(調整給)

第7条　社内の均衡を考慮し、必要に応じて調整給を支給する場合がある。



第　3　章　　　　昇給の取扱い

(給与改定の方法) 

第8条　給与の改定は評価シートにより決定された評価ポイントに応じて、号数を決定し、
等級表に応じて給与額を決定する。

評価ポイントの合計

0点～20点　　　　　　　　1号棒ダウン

21点～40点　　　　　　　　変動無し

41点～60点　　　　　　　　1号棒アップ

61点～80点　　　　　　　　2号棒アップ

81点～100点　　　　　　　3号棒アップ

(昇給の取扱い)

第9条　昇給とは等級の格付けのことをいい、等級基準表に応じて決定する。

(評価表)

第10条　人事評価は評価シートによる自己申告と上司の評価で評価ポイントを決定する。評
価者は原則として次の通りとする。

被評価者 評価者 面接 決定 
部長 

マネージャー 
店長・課長 
課長代理・係長 
主任 
一般 

社長 
部長 

部長・マネージャー 
課長・部長 
課長・係長・店長 
課長・係長・店長 

有 
有 
有 
有 
有 
有 

社長 
社長 
社長 
部長 
部長 
部長 

 




